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基本指針について
○基本指針は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）第87条第1項の規定に
基づき、障害福祉サービス等の提供体制及び自立支援給付等の円滑な実施を確保することを目的として、作成されるもの。
○ また、平成28年6月に公布した改正児童福祉法第33条19第1項の規定に基づき、障害児通所支援等の提供体制及び障害児
通所支援等の円滑な実施を確保することを目的として、作成されるもの。
○障害福祉計画及び障害児福祉計画は、この基本指針に即して市町村・都道府県が作成。
○ 第８期障害福祉計画及び第４期障害児福祉計画（令和９～11年度）を作成するための基本指針は令和８年３月告示予定。

第１期計画期間

18年度～20年度

第２期計画期間

21年度～23年度

第３期計画期間

24年度～26年度

第４期計画期間

27年度～29年度

第５期計画期間
第１期計画期（児）

30年度～２年度

第６期計画期間
第２期計画期（児）

３年度～５年度

第７期計画期間
第３期計画期（児）

６年度～８年度

平成23年度を目標
として、地域の実情
に応じた数値目標及
び障害福祉サービス
の見込量を設定

第１期の実績を踏
まえ、第２期障害福
祉計画を作成

つなぎ法による障
害者自立支援法の改
正等を踏まえ、平成
26年度を目標として、
第３期障害福祉計画
を作成

障害者総合支援法
の施行等を踏まえ、
平成29年度を目標と
して、第４期障害福
祉計画を作成

障害者総合支援法
の３年後見直し等を
踏まえ、平成32年度
（令和２年度）を目
標として、第５期障
害福祉計画及び第１
期障害児福祉計画を
作成

障害者総合支援法
の趣旨等を踏まえ、
令和５年度を目標と
して、第６期障害福
祉計画及び第２期障
害児福祉計画を作成

障害者総合支援法
の趣旨等を踏まえ、
令和８年度を目標と
して、第７期障害福
祉計画及び第３期障
害児福祉計画を作成

厚生労働大臣

・・・３年に１回、基本指針の見直し

都道府県・市町村

・・・３年ごとに障害福祉計画等の
作成

計
画

作
成

H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
R9

【計画策定に係る工程】

【これまでの計画期間等】   
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第５期障害福祉計画
第１期障害児福祉計画
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針
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し
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針
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直
し

基
本
指
針
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し

計
画
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第４期障害福祉計画
第６期障害福祉計画
第２期障害児福祉計画

第７期障害福祉計画
第３期障害児福祉計画

第８期
第４期

（参考）基本指針の策定スケジュール
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「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の
円滑な実施を確保するための基本的な指針」改正後 概要

○ 「基本指針」（大臣告示）は、市町村及び都道府県が障害福祉計画及び障害児福祉計画を定めるに当たっての基本的な方針。

○ 都道府県及び市町村は、基本指針に則して原則３か年の「障害福祉計画」及び「障害児福祉計画」を策定。

○ 第８期障害福祉計画及び第４期障害児福祉計画に係る基本指針は、令和８年３月に告示。

計画期間は令和９年４月～令和12年３月※。

１．基本指針について

２．本指針の構成

第一 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関す

る基本的事項

一 基本的理念

二 障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方

三 相談支援に関する基本的考え方

四 障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方

五 障害福祉人材の確保・定着、当事者視点に立ったケアの充実のため

の生産性向上に関する基本的考え方 【新規】

第二 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る

目標（成果目標）

一 福祉施設の入所者の地域生活への移行

二 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

三 福祉施設から一般就労への移行等

四 障害児支援の提供体制の整備等

五 地域生活支援の充実

六 相談支援体制の充実・強化等

七 障害福祉人材の確保・定着、当事者視点に立ったケアの充実のため

の生産性向上【新規】

八 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築

第三 計画の作成に関する事項

一 計画の作成に関する基本的事項

二 市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画の作成に関す

る事項

三 都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成に

関する事項

四 その他

第四 その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通所

支援等の円滑な実施を確保するために必要な事項等

一 障害者等に対する虐待の防止

二 意思決定支援の促進

三 障害者の文化芸術活動、スポーツ等による社会参加等の促進

四 障害者等による情報の取得利用・意思疎通の推進

五 障害を理由とする差別の解消の推進

六 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する事業

所における利用者の安全確保に向けた取組や事業所における

研修等の充実

※ ３年を一期として作成することを基本としつつ、都道府県及び市町村が地域の実情や報酬改定・制度改正の影響の有無を考慮
して、柔軟な期間設定が可能。
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⑧ きめ細かい地域ニーズを踏まえた支援体制の整備

・様々な障害特性に応じたサービス提供体制の整備や専門人材の確保・育

成等の重要性を記載

・意見申出制度の積極的な活用を念頭に入れた計画の検討

・意思疎通支援従事者の養成・派遣体制の整備、幅広い年齢層の支援者の

養成、指導者の養成の促進に向けた取組の重要性を記載

・障害当事者に対するICT機器の利用支援に向けた取組の重要性を記載

⑨ 高次脳機能障害者に対する支援

・高次脳機能障害者支援法成立を踏まえ、高次脳機能障害について、相談

支援体制の充実、専門的な医療機関の確保、地域協議会設置の重要性を記

載

⑩ 人口減少地域におけるサービスの維持・確保

・中山間・人口減少地域におけるサービス提供体制の維持・確保の重要性を

記載

⑪ 「地域共生社会」の実現に向けた取組

・地域共生社会の実現に向けたより一層の取組の推進

⑫ 住宅セーフティネット制度との連携

・住宅セーフティネット法に基づく賃貸住宅供給促進計画との調和や、住

宅担当部局や居住支援協議会等との連携

⑬ 地域差の是正・指定の在り方等

・地域差の是正に向けたサービス見込量の算出方法

・サービス利用者割合の多い自治体におけるいわゆる総量規制や意見申出

制度の活用の要請

・重度障害者（強度行動障害の状態にある者や高次脳機能障害を有する障

害児者、医療的ケアを必要とする児者等）について個別の利用者数の見込

みを設定するよう努める

⑭ 障害者等に対する虐待の防止等

・自治体における調査の徹底と体制整備の強化、重篤事例等の検証のより

一層の推進

・ガイドラインを踏まえた、意思決定支援の一層の推進

・希望する生活の実現に向けた母子保健・児童福祉の関係機関との連携

⑮スポーツ・健康増進活動による社会参加等の促進
・スポーツ・健康増進活動を通じて社会参加するとともに共生社会の実現

を目指すことの重要性を記載

⑯ 災害時における障害福祉サービス提供の確保

・災害対策基本法等の改正を踏まえた、防災部局や職能団体等との連携

・施設・事業所等の耐災害性強化対策の必要性を記載

３．基本指針見直しの主な事項

① 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援

・様々なデータを活用した地域移行者数の把握

・希望する地域生活の支援に向けた支援体制確保の重要性を記載

・施設整備と計画に定める入所者数の削減目標の達成との整合

・入所施設における居室の個室化等の推進

② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

・システムの理念の明確化と実現に向けた、市町村における相談及び援

助の体制整備や、それに対する都道府県における体制整備

③ 福祉施設から一般就労への移行等

・就労選択支援の積極的な利用を促すための体制確保の推進

・就労選択支援事業所の設置、利用者数に関する成果目標の新設

④障害児支援の提供体制の整備等
・地域支援体制の構築に係る成果目標について、４つの中核機能の確保

を行うよう見直し

・インクルージョン推進の協議の場の設置に係る成果目標の新設
・のぞまないセルフプランの解消を目指しつつ、関係機関との連携体制

を確保した上での伴走的な相談支援体制の確保に関する成果目標の新設
・強度行動障害の状態にある児への支援ニーズの把握及び支援体制の整

備に関する成果目標の新設

⑤ 地域における相談支援体制の充実強化

・基幹相談支援センターの設置のより一層の推進

・のぞまないセルフプランの解消に向けた取組の推進

・医療分野等との連携、ピアサポート等の重要性を記載
・協議会に障害当事者が参画することの重要性を記載

⑥ 障害福祉人材の確保・定着、当事者視点に立ったケアの充実のための

生産性の向上

・介護テクノロジーの導入促進などによる間接業務の効率化と直接処遇

業務の負担軽減・質の向上の推進

・人材確保や当事者視点に立ったケアの充実のための生産性向上の支援

体制の整備に向けた成果目標の新設

・障害当事者が研修に関わることの重要性を記載

⑦ 障害福祉サービスの質の確保等

・就労系サービスやグループホーム等の質の確保について、ガイドライ

ンなどを踏まえた取組の重要性を記載

・障害福祉サービス等情報公表制度の公表率等に関する成果目標の新設

・障害福祉分野における運営指導・監査の重要性を記載

・障害児支援における人材育成の重要性を記載 5



①施設入所者の地域生活への移行
・地域移行者数：令和７年度末施設入所者数の６％以上

・施設入所者数：令和７年度末の５％以上削減

②精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
・精神障害者の精神病床から退院後１年以内の地域における平均生活日数：

319.3日以上

・精神病床における１年以上入院患者数

・精神病床への30日以上の再入院率：退院後90日時点 10.3%以下、

退院後180日時点 17.4%以下、退院後365日時点 25.7%以下 【新規】

・心のサポーター数：令和15年度末までに100万人以上 【新規】

・K６により住民のこころの状態を把握 【新規】

③福祉施設から一般就労への移行等
・一般就労への移行者数：令和６年度実績の1.31倍以上

・就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行し

た者の割合が５割以上の事業所：就労移行支援事業所の

５割以上

・就労定着支援事業の利用者数：令和６年度末実績の1.47倍以上

・就労定着支援事業利用終了後一定期間の就労定着率が７割以上となる就労

定着支援事業所の割合：２割５分以上

・協議会設置圏域ごとに就労選択支援事業所を設置。令和11年度の就労選択

支援利用者を82,000人以上 【新規】

・各都道府県は地域の就労支援ネットワークの強化、関係機関の連携した支

援体制を構築するため、協議会を活用して推進

④障害児支援の提供体制の整備等
・４つの中核機能を確保：各市町村又は圏域、インクルージョン推進のため

の協議の場の設置：各都道府県・各市町村又は圏域 【新規】

・難聴児支援を総合的に推進するための計画の策定：各都道府県、難聴児支

援の中核的機能を果たす体制及び新生児聴覚検査から療育等につなげる連

携体制の構築：各都道府県（必要に応じて政令市）

・主として重症心身障害児を支援する事業所又は重症心身障害児を受け入れ

る体制を整備した事業所の確保：各市町村又は圏域

④障害児支援の提供体制の整備等（続き）
・医療的ケア児等支援に関する協議の場・コーディネーターの配置：各都道

府県・各市町村又は圏域（都道府県の協議の場には医療的ケア児支援セン

ターが参画）

・障害児入所施設からの移行調整の協議の場の設置：各都道府県・政令市

・障害児等への伴走的な相談支援体制の構築及び連携体制の確保：各市町村

又は圏域 【新規】

・強度行動障害の状態にある児に関する支援ニーズを把握及び支援体制の整

備 ：各都道府県（必要に応じて政令市）【新規】

⑤地域生活支援の充実
・各市町村において地域生活支援拠点等を整備するとともに、コーディネー

ターの配置などによる効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進

め、また、年１回以上、支援の実績等を踏まえ運用状況の検証・検討を行

うこと

・強度行動障害の状態にある者に関し、各市町村又は圏域において支援ニー

ズを把握し、支援体制の整備を進めること

⑥相談支援体制の充実・強化等
・各市町村において、基幹相談支援センターを設置等

・協議会における個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等

・相談支援体制の地域診断を行った上で体制の強化を図ることにより、令和

11年度末までに、のぞまないセルフプランの件数をゼロとする 【新規】

⑦障害福祉人材の確保・定着、当事者視点に立ったケアの充実のための
生産性向上
・人材確保や生産性向上に関するワンストップ窓口の設置 【新規】

・生産性向上等に向けた関係者の連携を図る協議会の設置 【新規】

・都道府県における相談支援専門員研修等の実施

⑧障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築
・各都道府県及び各市町村において、サービスの質向上のための体制を構築

・各都道府県等の障害福祉サービス等情報公表制度における管内事業所の公

表率及び更新率（毎年度１回）を100%とする 【新規】

４．成果目標（計画期間が終了する令和11年度末の目標）
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５．活動指標

①施設入所者の地域生活への移行等
（都道府県・市町村）
○ 居宅介護の利用者数、利用時間数 ○ 重度訪問介護の利用者数、利用時間数 

○ 同行援護の利用者数、利用時間数 ○ 行動援護の利用者数、利用時間数 

○ 重度障害者等包括支援の利用者数、利用単位数 ○ 生活介護の利用者数、利用日数

○ 自立訓練（機能訓練・生活訓練）の利用者数、利用日数 ○ 就労選択支援の利用者数

○ 就労移行支援の利用者数、利用日数 ○ 就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）の利用者数、利用日数

○ 就労定着支援の利用者数 ○ 療養介護の利用者数

○ 短期入所（福祉型、医療型）の利用者数、利用日数

○ 自立生活援助の利用者数 ○ 共同生活援助の利用者数

○ 施設入所支援の利用者数 ○ 施設における居室の個室化等の取組状況【新規】

○ 計画相談支援の利用者数 ○ 地域移行支援の利用者数 ○ 地域定着支援の利用者数

○ 意向確認担当者の地域生活への移行に向けた支援回数【新規】

②精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
（都道府県・市町村）

○ 保健、医療、福祉関係者による協議の場の開催回数

○ 保健、医療、福祉関係者による協議の場への関係者の参加者数

○ 保健、医療、福祉関係者による協議の場における目標設定及び活動状況の把握・評価

○ 心のサポーター養成研修実施回数【新規】 ○ 精神保健福祉相談員講習会等の実施回数【新規】

○ 精神障害者の地域移行支援の利用者数 ○ 精神障害者の地域定着支援の利用者数

○ 精神障害者の共同生活援助の利用者数 ○ 精神障害者の自立生活援助の利用者数

○ 精神障害者の自立訓練（生活訓練） ○ 精神障害者の短期入所の利用者数【新規】

（都道府県）

○ 精神病床からの退院後の行き先別の退院患者数

③地域生活支援の充実
（都道府県・市町村）

○ 地域生活支援拠点等の設置箇所数とコーディネーターの配置人数、地域生活支援拠点等におけ

る機能の充実に向けた支援の実績等を踏まえた検証及び検討の実施回数

④福祉施設から一般就労への移行等
（都道府県）

○ 障害者に対する職業訓練の受講者数

○ 福祉施設から公共職業安定所に誘導した福祉施設利用者数

○ 福祉施設から障害者就業・生活支援センターに誘導した福祉施設利用者数

○ 福祉施設利用者のうち公共職業安定所の支援を受けて就職した者の数

⑤発達障害者等に対する支援
（都道府県・市町村）

○ 発達障害者地域支援協議会の開催回数 ○発達障害者支援センターによる相談支援の件数

○ 発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの関係機関への助言件数

○ 発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの外部機関や地域住民への研修、

啓発の件数

○ ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等の実施者数

○ ペアレントメンターの人数 ○ピアサポートの活動への参加人数

⑥高次脳機能障害者に対する支援 【新規】
（都道府県）

○ 高次脳機能障害者支援センターの設置箇所数 【新規】

○ 高次脳機能障害者支援地域協議会の開催回数 【新規】

○ 高次脳機能障害者支援センターにおける支援コーディネーターの配置人数 【新規】

○ 高次脳機能障害者支援センターにおける相談件数 【新規】

○ 高次脳機能障害者支援センターの外部機関や地域住民への研修、啓発の件数 【新規】

⑦障害児支援の提供体制の整備等
（都道府県・市町村）

○ 児童発達支援の利用児童数、利用日数 ○ 放課後等デイサービスの利用児童数、利用日数

○ 保育所等訪問支援の利用児童数、利用日数 ○ 訪問型児童発達支援の利用児童数、利用日数

○ 障害児相談支援の利用児童数

○ 医療的ケア児等に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数

（都道府県）

○ 福祉型障害児入所施設の利用児童数 ○ 医療型障害児入所施設の利用児童数

○ 医療的ケア児等の支援を総合調整するコーディネーターの配置人数

⑧相談支援体制の充実・強化等
（都道府県）

○ 都道府県における相談支援の体制整備の取組 【新規】

（市町村）

○ 基幹相談支援センターにおける主任相談支援専門員の配置数

○ 基幹相談支援センターの人材育成等の取組に参加する相談支援事業所の割合

○ 基幹相談支援センターによる協議会の運営の関与の有無

○ 協議会における個別事例の検討を通じた、地域における課題解決に向けた取組

⑨障害福祉人材の確保・定着、当事者視点に立ったケアの充実のための

生産性向上
（都道府県）

○ 相談支援専門員研修及びサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の修了者数

○ 相談支援専門員及びサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者への意思決定支援ガイドライ

ン等を活用した研修の実施回数及び修了者数

○ 都道府県ごとに設置された人材確保等に関するワンストップ窓口において、障害福祉人材の確

保・定着、生産性の向上に関する支援を利用した事業所数 【新規】

○ 指定権者ごとに福祉・介護職員等処遇改善加算を取得している事業所の割合 【新規】

⑩障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築
（市町村）
○ 都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研修の参加や都道府県が市町村職員に対して実施

する研修の参加人数

○ 障害者自立支援審査支払等システム等での審査結果を分析してその結果を活用し、事業所や関係

自治体等と共有する体制の有無及びそれに基づく実施回数

（都道府県・市町村）

○ 都道府県等が実施する指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者等に対する指

導監査の適正な実施とその結果の関係自治体と共有する体制の有無及びそれに基づく共有回数
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2021年4月1日

２．新カリキュラムの意図や期待
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相談支援専門員研修制度の見直しに関するこれまでの経緯

9

時期 内容

平成27年12月14日
・社会保障審議会障害者部会報告書において、相談支援の質を高めることの必要性及び相談支援員の養
成のための研修制度の見直し、指導的役割を担う人材の育成と適切な活用等の指摘

平成28年７月19日
・「相談支援の質の向上に向けた検討会」における議論のとりまとめにおいて、計画相談支援について
専門的な知識及びスキルを身につけるための育成を行う等の提言

平成28年～平成29年 ・厚生労働科学研究により相談支援専門員養成のための研修プログラムを開発

平成30年３月２日 ・第89回社会保障審議会障害者部会において、相談支援専門員の研修制度の見直し内容について報告

平成30年10月24日
・第91回社会保障審議会障害者部会において、見直しに関する当事者団体からの指摘及び今後の対応方
針について議論

平成30年度～令和元年度 ・主任相談支援専門員養成研修会の開催（２ヶ年の国による直接養成）

平成30年3月22日
・主任相談支援専門員の位置づけおよび主任相談支援専門員養成研修について規定した告示を公布。
（適用日：平成３０年４月１日）※準備の整い次第、都道府県による研修を実施

平成31年２月14日
～平成31年３月28日

・第６回～第９回相談支援の質の向上に関する検討会を開催（計４回）

平成31年２月22日 ・第93回社会保障審議会障害者部会において、検討会の進捗状況について報告

平成31年４月10日 ・「相談支援の質の向上に向けた検討会」（第６回～第９回）における議論の取りまとめを公表

令和元年６月６日～
・相談支援の質の向上に向けた検討会ワーキンググループにて、令和２年度相談支援従事者指導者養成
研修における講義資料及び研修実施ガイドラインについて議論

令和元年６月24日 ・第94回社会保障審議会障害者部会において、検討会の検討結果について報告

令和元年９月 ・告示を改正し（施行日は令和２年４月１日）、標準カリキュラムを改定。

令和2年度～
・初任者研修・現任研修新カリキュラムへ移行、都道府県等による主任養成本格開始。
・相談支援従事者指導者養成研修※に主任研修の指導者養成の内容を取り込み４日間化。



相談支援に関する平成20年当時の議論 （平成20年12月16日社会保障審議会障害者部会（報告）資料より一部編集）

障害者の自立した生活を支えていくためには････
○ 契約制度の下で障害福祉サービスを組み合わせて利用することを継続的に支援していくこと。
○ 個々の障害者の支援を通じて明らかになった地域の課題への対応について、地域全体で連携して検討し、支援体制を整えていくこと。

① 地域における相談体制
→ 総合的な相談支援を行う拠点的な機関の設置(基幹相談支援センター)
研修事業の充実

② ケアマネジメントの在り方
・ 定期的にケアマネジメントを行い、本人及び本人を取り巻く状況の変化に応じて、継続して課題の解決や適切なサービス利用を支援していく
必要がある。
・ 専門的な者からのアドバイスを活用してサービスを幅広く組み合わせて利用することは、障害者にとって選択肢の拡大につながる。
・ 施設入所者についても日中活動を適切に組み合わせていくことが重要。

→ サービス利用計画作成費の対象を拡大することが必要 (従来の計画作成が普及しなかった反省を踏まえて)

○ 従来の市町村が支給決定した後に計画を作成するのではなく、支給決定に先立ち計画を作成することが適切なサービスの提供につなが
る。

○ サービスの利用が、利用者のニーズや課題の解消に適合しているか確認するため、一定期間ごとにモニタリングを実施。

○ 可能な限り中立的な者が、専門的な視点で一貫して行うことや、ノウハウの蓄積、専門的・専属的に対応できる人材の確保により質の向
上を図る。

③ 自立支援協議会の活性化
・ 設置状況が低調
→ 法律上の位置づけの明確化
・ 運営の取り組み状況について市町村ごとに差が大きい
→ 好事例の周知、国・都道府県における設置・運営の支援
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全ての利用者について計画相談支援等が行われることを
原則とした趣旨

【経過】
これまで、障害者ケアマネジメントの必要性や相談支援の体制等に重要性に関しては、「障害者ケアガイドライン」報告書（平成
14年3月31日）（障害者ケアマネジメント体制整備検討委員会）により提言され、その後、＊社会保障審議会障害者部会報告書（
平成20年12月26日）においても大きく取り上げられてきた。

【目指すもの】
○各市区町村（わがまち）に住んでいる障害福祉サービス等を利用するすべてのひとに対
して、時には近くで深く寄り添い、時には遠くから見守ることのできる「相談支援専門
員」という専門職が身近にいる体制を整えること。
○そして、誰もが住み慣れた地域で安心して生活できるまちづくりを目指すこと。

【趣旨】＊記載事項を整理すると、次のとおりである H26.2.27事務連絡（抜粋）

（１） 障害児者の自立した生活を支えるためには、その抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けたき
め細かく継続的な支援が必要であり、そのためには定期的なケアマネジメントを行う体制が求められること

（２） 障害児者にとって、専門的な知見を持った担当者からのアドバイスを活用してサービスを幅広く組み合わ
せて利用することが、選択肢の拡大につながること

（３） 可能な限り中立的な者が、専門的な観点から一貫してケアマネジメントを行うことにより、市区町村の支
給決定の裏付け又は個別のサービス・支援の内容の評価を第三者的な観点から行うことが可能となること

サービス等利用計画はツール
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＜市区町村の役割＞ 支給決定を行う立場、体制整備に関して一義的な責任

・ 障害福祉計画の策定に当たってサービス利用者数等について見込み（＊従来からの業務）→それに応じて

サービス等利用計画の作成やモニタリング等の件数を見込む（障害児通所支援の利用者数についても合わせ

て考慮）

・ 管内又は近隣の事業所に対して特定相談支援事業所等の開設の働きかけ

・ 事業所側として将来的な業務計画等を立てることができる環境づくり（例：半年後・１年後にどの程度の件数

が見込まれるのか等の情報を事業所側に提供）

・ 基幹相談支援センターの設置等を通じて、研修の実施による人材育成や特定相談支援事業所等からの困

難事例等に関する相談、当該事例等について地域の関係機関へのフィードバック等の体制を作ることが望ま

れる

・ 協議会を活用し、障害福祉サービス事業者とのサービス等利用計画の作成の必要性の共有、計画的な

サービス等利用計画等の対象者の選定等の取組

＜都道府県の役割＞ 管内市区町村の支援、特に相談支援専門員の養成確保

・ 管内市区町村における計画相談支援等の進捗の見込みを集約→当該都道府県内における相談支援専門

員の必要数の見極め→その確保のために十分な規模の養成研修の実施

・ 計画相談支援等の進捗率を定期的に把握して市区町村に還元、進捗率の低い市区町村の課題の把握や

適切な支援

計画相談支援等を進める上での市区町村・都道府県・国の役割分担

＊ 「計画相談支援・障害児相談支援の体制整備を進めるに当たっての基本的考え方等について」（平成26年２月27日付地域生活支援推進室事務連絡）より抜粋
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平成２７年４月から原則として全ての障害児者に専門的な相談支援を実施することとされている中、障害児者の相談支援の質の向上を図るため、

有識者や関係団体で構成する「相談支援の質の向上に向けた検討会」において相談支援専門員の資質の向上や相談支援体制の在り方について幅

広く議論を行い、今後目指すべき方向性をとりまとめた。（平成２８年３月から７月まで計５回開催）

趣 旨

「相談支援の質の向上に向けた検討会」における議論のとりまとめ（概要）

① 基本的な考え方について
・ 相談支援専門員は、障害児者の自立の促進と共生社会の実現に向けた支援を実施することが望まれている。そのためには、ソーシャルワークの
担い手としてスキル・知識を高めつつ、インフォーマルサービスを含めた社会資源の改善及び開発、地域のつながりや支援者・住民等との関係構築、
生きがいや希望を見出す等の支援を行うことが求められている。また将来的には、社会経済や雇用情勢なども含め、幅広い見識を有する地域を基
盤としたソーシャルワーカーとしての活躍が期待される。

② 人材育成の方策について
・ 相談支援専門員の要件である研修制度や実務経験年数などの見直しを行うとともに、キャリアパスの一環として指定特定相談支援事業だけでな
く、サービス管理責任者や基幹相談支援センターの業務を担うなど、幅広い活躍の場が得られる仕組みを検討するべき。
・ 研修カリキュラムの見直しについては、「初任者研修」及び「現任研修」の更なる充実に加え、指導的役割を担う「主任相談支援専門員（仮称）」の
育成に必要な研修プログラムを新たに設けるとともに、より効果的な実地研修（OJT）を組み込むべき。

③ 指導的役割を担う「主任相談支援専門員（仮称）」について
・ 相談支援専門員の支援スキルやサービス等利用計画について適切に評価・助言を行い、相談 支援の質の確保を図る役割が期待されており、基
幹相談支援センター等に計画的に配置されるべき。また、更新研修等も導入すべき。
・ 指導的役割を果たすため、適切な指導や助言を行う技術を習得する機会が確保されるよう、都道府県等が人材育成に関するビジョンを策定する
など、地域における相談支援従事者の段階的な人材育成に取り組むべき。

④ 相談支援専門員と介護支援専門員について
・ 障害者の高齢化や「親亡き後」へのより適切な支援を行うため、両者の合同での研修会等の実施や日々の業務で支援方針等について連携を図
るとともに、両方の資格を有する者を拡大することも一案と考えられる。

⑤ 障害児支援利用計画について
・ 障害児支援利用計画については、いわゆるセルフプランの割合が高いが、障害児についての十分な知識や経験を有する相談支援専門員が少な
いことが原因の一つと考えられる。これまでの専門コース別研修に加え、障害児支援に関する実地研修などを設けるべき。

・ 市町村においても、障害児を取り巻く状況を十分把握し、評価を加えた上で適切な関係機関につなぐなど十分配慮し、そのために必要な知見の
習得に努めるべき。

とりまとめのポイントⅠ ～相談支援専門員の資質の向上について～
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① 相談支援の関係機関の機能分担について

・ 基本相談支援を基盤とした計画相談支援、一般的な相談支援、体制整備や社会資源の開発等の役割について、地域の実情に応じて関係機関が
十分に機能を果たすことが必要である。そのためには、協議会等が中心となって調整を進めるとともに、市町村職員の深い理解や都道府県を中心
に協議会担当者向けの研修会を推進する必要がある。
・ 市町村は、計画相談支援の対象とならない事例や支援区分認定が難しい事例に対しても積極的かつ真摯に対応することが求められており、この
点は相談支援事業者に委託する場合であっても同様であることに留意するべき。

② 基幹相談支援センターの設置促進等について
・ 基幹相談支援センターの設置促進に向け、市町村において、障害福祉計画の作成等に際して相談支援の提供体制の確保に関する方策を整理し、
地域の関係者と十分議論することが重要。仮に基幹相談支援センターの設置に一定期間を要する場合でも、基幹相談支援センターが担うべき役割
をどのような形で補完するか市町村において整理するべき。
・ 都道府県においても、障害福祉計画のとりまとめ等の際に、基幹相談支援センターを設置していない市町村に対して相談支援体制の確保に関す
る取り組みをフォローし、必要に応じて広域調整などの支援を行うべき。

③ 相談窓口の一元化等について
・ 相談支援の関係機関の相談機能の調整にあたっては、必要に応じて地域包括支援センター等との連携や相談窓口の一元化なども視野に入れ、
地域の相談体制を総合的に考える視点も必要。
・ こうした取組を進めるにあたっては、すでに一部の地域で先駆的に実施されている取組状況を広く横展開することが有効。
・ 総合的な相談窓口は必要であるが、一方で身近な窓口や専門的な相談機関も求められている。いずれの場合でもワンストップで適切な関係機関
に必ずつながるよう、関係機関間での連携強化を図るなど、各自治体において適した取組を考えるべき。

④ 計画相談支援におけるモニタリング及び市町村職員の役割について
・ 計画相談支援におけるモニタリングは、サービス利用状況の確認のみならず、利用者との一層の信頼関係を醸成し、新たなニーズや状況の変化
に応じたニーズを見出し、サービスの再調整に関する助言をするなど、継続的かつ定期的に実施することが重要である。
・ 特に高齢障害者が介護保険サービスへ移行する際には、制度間の隙間が生じないよう相談支援専門員による十分なモニタリングを実施し、その
結果を介護支援専門員によるアセスメントにもつなげるべき。
・ 相談支援専門員一人が担当する利用者の数もしくは一月あたりの対応件数について、一定の目安を設定することも相談支援の質の確保にあ
たっては必要。また、地域相談支援についても、障害者の地域移行を促進する観点から、計画相談支援との連携をより一層有効に進めるべき。
・ 障害福祉サービス等の支給決定の内容がサービス等利用計画案と大きく異なる場合には、市町村の担当職員や相談支援専門員を中心として地
域の関係者間で調整を行う必要がある。そのため、市町村の担当職員においては、機械的に事務処理を進めることのないよう、相談支援従事者研
修などに参加することなどを通じて一定の専門的知見を身につけ、適切かつ積極的な調整を行うべき。

とりまとめのポイントⅡ ～相談支援体制について～
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相談支援専門員に求められる力(コンピテンシー)

大項目 中項目 小項目

相談支援に必要な価値 人権意識・当事者尊重・意思決定支援

相談支援に必要な知識・技術
障害福祉に関する制度、権利擁護・虐待防止に関する制度、障害特性、障害児支援、医療的ケア児、地
域移行支援、高齢障害者支援

個別ケースに対する相談支援
のスキル

記録の技術

安心感の提供(ラポールの構築) 受容、傾聴、面接設定

インテーク・アセスメント
情報収集力、ケースを通じての情報整理力、見立ての力、要約
力、説明力、客観性の担保、二次アセスメントの活用

サービス担当者会議を適切に開催・
運営(チームアプローチ)

会議招集、情報共有力、スムーズな会議進行、

サービス等利用計画 社会資源情報収集、調整力、書く力、説明する力

必要に応じて適切な(直接的)介入

モニタリング
適切なモニタリング期間の設定、サービス提供状況の観察、
サービス提供状況の聞き取り、サービス提供状況の評価

終結(ターミネーション) 終結時の判断基準、根拠

地域デザインにおける相談支
援のスキル

有効なネットワーク構築
(チームアプローチ)

チーム形成、個別支援会議活用

地域ニーズの適切な把握 地域ニーズの掘り起こし、地域ニーズのコーディネート

地域診断 地域診断のための情報収集、地域情報の発信

社会資源の開発／改善
個別の支援からの地域課題提起、課題解決策検討、課題解決策
提案

地域(事業所内)の人材育成お
よび運営管理における相談支
援スキル

地域(事業所内)での人材育成 スーパービジョン、ファシリテーション、研修立案・運営

（自立支援）協議会の運営
情報共有のための定例会議の運営、課題検討のための各種部
会・プロジェクト会議の運営、合意形成・施策逓減のための運
営会議・全体会議の運営

厚生労働科学研究(H28-身体・知的-一般-004)「相談支援従事者研修のプログラム開発と評価に関する研究」による整理 一部改編
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相談支援専門員制度について（令和２年４月１日～）
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○ 意思決定支援への配慮、高齢障害者への対応やサービス等利用計画の質の向上、障害福祉サービス支給決定の適正化等を図り、質の高いケアマネジメントを

含む地域を基盤としたソーシャルワークを実践できる相談支援専門員を養成するため、カリキュラムの内容を充実させる改定を実施した。

○ 実践力の高い相談支援専門員養成のために、実践の積み重ねを行いながらスキルアップできるよう、現任研修の受講にあたり、相談支援に関する一定の実務

経験の要件(※１)を追加

○ さらに、地域づくり、人材育成、困難事例への対応など地域の中核的な役割を担う専門職を育成するとともに、相談支援専門員のキャリアパスを明確にし、

目指すべき将来像及びやりがいをもって長期に働ける環境を整えるため、主任相談支援専門員研修を創設(H30年度創設、H31年度～養成開始) 。

相談支援専門員としての配置要件

実務経験

障害者の保健・
医療・福祉・就
労・教育の分野
における直接支
援・相談支援な
どの業務におけ
る実務経験
（３～１０年）

引き続き相談支援専門
員として配置可

研修修了

初任者研修
【42.5h】

講義・演習
・実習

専門コース別研修（任意研修）
※今後カリキュラム改定や一部必須化及び主任研修受講の要件化について検討

主任相談支援専門員研修
【 30h 】 講義・演習

主任相談支援専門員
として配置可

５年毎に現任研修を修了
【現任研修受講に係る
実務経験要件※１】

相談支援従事者現任研修
【24h】 講義・演習

相談支援専門員
として配置可

※１ 現任研修受講に係る実務経験要件（再掲）

① 過去５年間に２年以上の相談支援の実務経験がある。
② 現に相談支援業務に従事している。

ただし、初任者研修修了後、初回の現任研修の受講にあたっては、必ず①の要件を満た
す必要がある。

３年以上の実務経験

※主任研修を修了した場合、
現任研修を修了したものとみなす。

相談支援専門員
配置要件の更新

基準省令告示

●指定地域相談支援の事業の
人員及び運営に関する基準
（平成二四・三・一三厚労令
二七）
●指定計画相談支援の事業の
人員及び運営に関する基準
（平成二四・三・一三厚労令
二八）
●指定障害児相談支援の事業
の人員及び運営に関する基準
（平成二四・三・一三厚労令
二九）

（従業者）

一般（特定・障害児）相談支
援事業所ごとに専らその職務
に従事する相談支援専門員を
置かなければならない。

●指定地域相談支援の提供に当たる者として
厚生労働大臣が定めるもの（令和元・九・一
〇厚労告一一三）
●指定計画相談支援の提供に当たる者として
厚生労働大臣が定めるもの（平成二四・三・
三〇厚労告二二七）
●指定障害児相談支援の提供に当たる者とし
て厚生労働大臣が定めるもの（平成二四・
三・三〇厚労告二二五）



初任者研修の構造

相談支援におけるケアマネジメントの手法とプロセス（1.5時間）

相談支援における家族支援と地域資源の活用への視点（1.5時間）

技法
の

実際

相談支援（障害児者支援）の目的（1.5時間）

相談支援の基本的視点（障害児者支援の基本的視点）（2.5時間）

相談支援に必要な技術（1時間）

１日目

実習ガイダンス（1時間）

相談支援の実際（ケアマネジメント手法を用いた相談支援プロセス
の具体的理解）（12時間）

概論

障害者総合支援法等の理念・現状とサービス提供プロセス及びその
他関連する法律等に関する理解（1.5時間）

障害者総合支援法及び児童福祉法における相談支援（サービス提
供）の基本（1.5時間)２日目

５日目

講義
演習

３日目
４日目

７日目

告示別表 標準カリキュラム

相談支援（ケアマネジメント）の基礎技術に関する実習１

初任者研修 時間数

講
義

障害児者の地域支援と相談支援従事者（サー
ビス管理責任者・児童発達支援管理責任者）
の役割に関する講義

5.0h

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律及び児童福祉法の概要並び
にサービス提供のプロセスに関する講義

3.0h

相談支援におけるケアマネジメント手法に関
する講義 3.0h

講
義
及
び
演
習

ケアマネジメントプロセスに関する講義及び
演習 31.5h

実
習

相談支援の基礎技術に関する実習 －

合計 42.5h

法
制
度

実践研究1（6時間）

相談支援（ケアマネジメント）の基礎技術に関する実習実習２

実践研究2（4時間）６日目

実践研究3（6時間）

研修全体を振り返っての意見交換、講評及びネットワーク作り（2.5時間）

地域資源に関する情報収集
実習

講義
演習

実習

講義
演習

研修受講ガイダンス（標準カリキュラム上は任意）

相談支援従事者研修事業の実施について

（平成一八・四・二一 障発〇四二一〇）

●相談支援従事者研修事業実施要綱

以下の標準カリキュラムを含む内容

・相談支援従事者初任者研修標準カリキュラム

・相談支援従事者現任研修標準カリキュラム

・専門コース別研修標準カリキュラム

都道府県等による研修は標準カリキュラム以上の内容で実施

通知
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(1) 告示・標準カリキュラムの見直し (獲得目標、学習内容、時間数)

(2) 教育方法の見直し 厚生労働科学研究・障害者総合福祉推進事業の成果

・主体的かつ参加型の学習方法への転換(学習観の転換)
・演習や実習のさらなる重視
・オープンエンドアプローチの視点の導入 cf. 実践場面との整合性

・研修全体の連動性の重視

・継続的な学びの必要性の強調
・研修における実習の導入(初任)や推奨(現任) 
・実地教育(ＯＪＴ)との連動の導入

・スーパービジョンや合議の場の体験等を導入(初任・現任)
・自己評価等の導入を推奨(初任・現任)

→ 都道府県における企画立案方法の見直し
・検討体制、研修体系、教材開発、講師選定・確保、地域との連動など

カリキュラム見直しのポイント
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(2) 相談支援の基礎技術に関する実習（演習と演習の間の期間に実施）

【概要】

① 「相談支援の実際」で体験したケアマネジメントプロセスを実地で演習

② 地域の概要や資源の状況、(自立支援)協議会の状況を調査する演習

【改定内容】

・従来から原則課していた実習であるが、告示に含まれる内容として追加

←以後の演習科目の前提となる実習であるため、必修化

・課題について、基幹相談支援センター等において指導・助言を受けてくることを推奨

←今後の実地教育（ＯＪＴ）へ繋がることを想定

【特に検討が必要になると想定されるポイント】

・市町村や障害保健福祉圏域等の相談支援の実施地域との連携の検討

❖特に、この研修についての検討のみならず、研修とＯＪＴが連動する仕組み作りの検討の視

点が重要

特に検討が必要になると想定される科目毎のポイント
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(3) 実践研究（演習３日目～５日目）

【概要】

① 実習で行った課題をもとに、複数の視点により自らの実践を検討し、気づきを得ることで、

相談支援の実践力を涵養する

【改定内容】

・受講生ひとりひとりに十分な時間を確保し、自らの実践について発表(報告)し、合議による

検討を経験する内容に改定

・スーパービジョンおよびケースレビュー(ケースレポート)の実際を体験。

・合議の場に参加する際の方法を体験

【特に検討が必要になると想定されるポイント】

・都道府県において、各市町村や障害保健福祉圏域等の相談支援の実施地域において実

践可能なスーパービジョンやケースレビューの方法を検討し、実地教育（ＯＪＴ）と連動する体

制を作る視点で検討を行うことが重要

❖実地で行われる方法を初めて体験する場が初任者研修であるという位置づけ

特に検討が必要になると想定される科目毎のポイント
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インターバルで獲得できる知識・技術

基幹・委託事業所 初任者研修の受講者

獲得できる知識・技術
• フィードバック
• 進捗のモニタリング
• 受講者の課題や特性のアセスメント

受講生への効果
• 孤立感、孤独感の解消
• 相談できる人の存在の認識
• 実地教育を受けることの経験の獲得

地域のOJTの基礎に位置づけることが可能！



現任研修の構造
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
及び児童福祉法等の現状（1.5時間）

本人を中心とした支援におけるケアマネジメント及びコミュニ
ティソーシャルワークの理論と方法（3時間）

実践研究及びスーパービジョンによる人材育成の理論と方法
（1.5時間）

個別相談支援とケアマネジメント（6時間）

１日目 講義

相談援助に求められるチームアプローチ（多職種連携）（6時
間）

地域をつくる相談支援（コミュニティワーク）の実践（6時間)

講義
演習

２日目

告示別表 標準カリキュラム

実習（標準カリキュラム上は任意）

現任研修 時間数

講
義

障害福祉の動向に関する講義 1.5h

相談支援の基本姿勢及びケアマネジメントの
展開に関する講義 3.0h

人材育成の手法に関する講義 1.5h

講
義
及
び
演
習

相談支援に関する講義及び演習 18.0h

合計 24.0h

３日目

４日目

実習（標準カリキュラム上は任意）

講義
演習

講義
演習

実習（標準カリキュラム上は任意）

相談支援従事者研修事業の実施について

（平成一八・四・二一 障発〇四二一〇）

●相談支援従事者研修事業実施要綱

以下の標準カリキュラムを含む内容

・相談支援従事者初任者研修標準カリキュラム

・相談支援従事者現任研修標準カリキュラム

・専門コース別研修標準カリキュラム

都道府県等による研修は標準カリキュラム以上の内容で実施

通知



主任研修の構造
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障害福祉施策等の動向（1時間）主任相談支援専門員研修 時間数

講義

障害福祉の動向及び主任相談支援専門員
の役割と視点に関する講義

3.0h

運営管理に関する講義 3.0h

講義
及び
演習

相談支援従事者の人材育成に関する講義
及び演習

13.0h

地域援助技術に関する講義及び演習 11.0h

合計 30.0h

主任相談支援専門員の役割と視点（2時間）

相談支援事業所における運営管理（3時間）

人材育成の意義と必要性（1時間）

１日目

法制度

多職種協働（チームアプローチ）の考え方と展開方法
（2.5時間）

基幹相談支援センターにおける地域連携と地域共生社会の実
現（2時間）

概論

運営
管理

人材育成の地域での展開（3時間）

研修・グループワークの運営方法（2.5時間）

相談支援専門員に対する現場教育の方法と展開（6.5時間)

人材
育成

２日目

３日目

地域援助の具体的展開（5時間）

地域
援助

４日目

５日目

告示別表 標準カリキュラム

地域援助技術の考え方と展開技法（1.5時間）

【告示上カリキュラム(科目)外であるが、効果的な人
材育成に必要な要素として整理された内容】

① 開講にあたってのガイダンス（研修の目的、獲
得目標、研修の構造や科目の概要）

② 課題実習（実践の振り返りを含む）

③ 研修の効果測定や継続的な学びへの動機付け等
に資するもの

・各科目の振り返りシート
・研修の振り返り

相談支援従事者主任研修事業の実施について

（平成三一・三・二八 障発〇三二八の一）

●相談支援従事者主任研修事業実施要綱

相談支援従事者主任研修標準カリキュラムを含むもの

都道府県等による研修は標準カリキュラム以上の内容で実施

通知



○ 市町村は、基幹相談支援センターを設置するよう努めるものとする。（法第77条の２第２項）

（一般相談支援事業、特定相談支援事業を行うものに対し、業務の実施を委託することができる（同条第３項））

○ 地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、次に掲げる事業及び業務を総合的に行うことを目的
とする施設。（法第77条の２第１項）※施設は必ずしも建造物を意味するものではなく、業務を行うための場所のこと。

   ① 障害者相談支援事業(77条1項3号)・成年後見制度利用支援事業(77条1項4号)

② 他法において市町村が行うとされる障害者等への相談支援の業務
（身体障害者福祉法9条5項2号及び3号、知的障害者福祉法9条5項2号及び3号、精神保健福祉法49条1項に規定する業務）

③ 地域の相談支援従事者に対する助言等の支援者支援
（地域における相談支援・障害児相談支援に従事する者に対し、一般相談支援事業・特定相談支援事業・障害児相談支援事業に関する

運営について、相談に応じ、必要な助言、指導その他の援助を行う業務）

④ (自立支援)協議会の運営への関与を通じた「地域づくり」の業務
（法第89条の3第1項に規定する関係機関等の連携の緊密化を促進する業務）

※ 都道府県は、市町村に対し、基幹相談支援センターの設置の促進及び適切な運営の確保のため、広域的な見地からの助言その他

援助を行うよう努めるものとされている。（法第77条の２第７項）

基幹相談支援センターの事業・業務等 （障害者総合支援法第77条の2）

個別支援（特にその対応に
豊富な経験や高度な技術・
知識を要するもの）

※令和６年４月１日施行

③④が主要な

「中核的な役割」

新

基幹相談支
援センター

令和４年障害者総合支援法改正を踏まえた今後の基幹相談支援センターの全体像

イメージ図

計画相談

協議会

①、②

障害者等への相
談支援等（個別支

援）

③ 地域の相談支援
従事者に対する助
言等の支援者支

援

④ (自立支援)協議会の

運営への関与を通じた
「地域づくり」の業務

主要な中核的役割

その他地域の実情
に応じてさらに機能
を追加することも想
定

主任相談支援専門員等

地域の中核的な役割を
担う人材を配置

医療的ケア児
コーディネー
ターの配置

（例）

障害者虐待
防止センター

※基幹相談支援センター等機能強
化事業（地域生活支援事業費等補
助金）の活用可能

新

新

新

市町村

都道府県 広域的な見地から
の助言その他援助

設置の努力義務（相談支援事業者への委託可）

25



日常的なＯＪＴ

相談支援専門員の養成と都道府県の役割

26

相談支援従事者養成研修
（初任者・現任・専門コース別）

研修の実施

OJTの体制整備

その他の研修

研修指導者の
確保・養成

人材育成体系
⇒人材育成ビジョン

（自立支援）協議会
等での検討・評価

相談支援専門員の養成

相談支援従事者主任研修

法定研修の実習（受入） OJT指導者の
確保・養成

企画・立案

企画・立案

市町村・障害保健福祉圏域等

都道府県

人
の
連
動

取
組
の
連
動

中核となる者が相談支援従

事者指導者養成研修を受講



都道府県協議会の主な機能

都道府県自立支援協議会は、都道府県全域の障害者等への支援体制の整備に向け、主導的役割を担う協議の場として設置され

るもの。

・都道府県内における障害者等への支援体制に関する課題の共有

・都道府県内における相談支援体制の整備状況や課題、ニーズ等
の把握(市町村協議会ごとの課題、ニーズ等を含む。)

・都道府県内における関係機関の連携強化、社会資源の開発・改
善等に向けた協議 ・ 相談支援従事者の人材確保・養成方法(研修
のあり方を含む。)の協議

・管内市町村が実施する基幹相談支援センター機能強化事業の評
価・助言

・都道府県相談支援体制整備事業によって配置するアドバイザー
の職種や人員等に関する協議

・障害者虐待の未然の防止、早期発見・早期対応に向けた体制
構築に関する協議

・都道府県障害福祉計画の進捗状況の把握や必要に応じた助言

・ 専門部会等の設置、運営 等

※ 都道府県協議会は、上記の機能を果たすに当たって、市町村
協議会から報告のあった課題等に留意すること。

都道府県協議会の主な機能

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 89 条の３第 １項に規定

する協議会の設置運営について」（令和６年3月29日 障発0329第26号、こ支障第89号）

留意事項

・都道府県は市町村に対し、基幹相談支援センターの設置の
促進及び適切な運営の確保のため、市町村の区域を超えた広
域的な見地からの助言等の援助を行うよう努めるものとされ
ていることを踏まえ、小規模な市町村等、相談支援の体制整
備が進んでいない市町村等に対して必要な支援を行うこと。

・都道府県協議会において、配置するアドバイザーの職種や
人員等について協議すること。

・地域における相談支援体制整備について実績を有する者
・相談支援事業に従事した相当期間の経験を有する者
・社会福祉など障害者支援に関する知識を有する者

アドバイザー
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